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第
五
十
一
条
の
二
の
表
山
口

第
六
十
条
の
表
山
口
県
中
央

第
三
十
七
条
の
表
山
口
県
宇

第
四
十
七
条
の
五
の
二
の
表

第
四
十
七
条
の
六
の
表
山
口

市
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
八
第
三
項
中

第
四
十
七
条
の
十
の
表
山
口

第
四
十
八
条
の
表
中
部
社
会

る
。

「

山
口
県
美
東
防
災
行
政
連
絡
所

山
口
県
秋
芳
防
災
行
政
連
絡
所

山
口
県
美
祢
地
区
消
防
組
合
消

山
口
県
美
祢
市
消
防
本
部
防
災

絡
所

山
口
県
美
東
防
災
行
政
連
絡
所

山
口
県
秋
芳
防
災
行
政
連
絡
所

第
二
十
八
条
の
表
中

る
。第

十
九
条
の
表
宇
部
県
税
事

第
二
十
八
条
の
表
山
口
県
美

「
美

祢

市

美

祢

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

県
宇
部
環
境
保
健
所
の
項
中
「
美

児
童
相
談
所
の
項
中
「
山
陽
小
野

部
県
民
局
の
項
中
「
美
祢
郡
」
を

中
「
美
祢
郡
秋
芳
町
」
を
「
美
祢

県
秋
吉
台
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の

「
美
東
町
」
を
「
美
祢
市
」
に
改

県
宇
部
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項

福
祉
事
務
所
の
項
中
「
美
祢
郡

美
祢
郡
美
東
町

美

美
祢
郡
秋
芳
町

美

防
本
部
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
を

行
政
連

美

祢

市

美

美

祢

市

美成十祢域

美

祢

市

美成十祢域

務
所
の
項
中
「
美
祢
郡
」
を
削
る

祢
防
災
行
政
連
絡
所
の
項
中

市

」
を
「

美

祢

加
え
る
。

一

祢
郡
」
を
削
る
。

田
市

美
祢
郡
」
を
「
山
陽
小
野

削
る
。

市
」
に
改
め
る
。

項
中
「
美
祢
郡
美
東
町
」
を
「
美

め
る
。

中
「
美
祢
郡
」
を
削
る
。

阿
武
郡
」
を
「
阿
武
郡
」
に
改

祢
郡
美
東
町

祢
郡
秋
芳
町

」
を
削
り
、
同

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

祢

市

祢
市
の
う
ち
平

二
十
年
三
月
二

日
に
お
け
る
美

郡
美
東
町
の
区

祢
市
の
う
ち
平

二
十
年
三
月
二

日
に
お
け
る
美

郡
秋
芳
町
の
区

。市

美
祢
市
の
う
ち
平

成
二
十
年
三
月
二

十
日
に
お
け
る
美

祢
市
の
区
域

」

に

田 祢め 表 改

規

則
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学
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市
」第

務
所第

る
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陽
小第

百
五
十
六
条
の
二
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う
に

口
県
会
計
規
則
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一
部
を
改
正
す

平
成
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十
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三
月
七
日

口
県
規
則
第
八
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改

口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部

校
教
育
法
施
行
細
則
（
平
成
十
三

三
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一

附

則

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
三
月
二

校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
年
三
月
七
日

口
県
規
則
第
七
号

に
改
め
る
。

百
七
十
六
条
の
表
山
口
県
美
祢
農

の
項
中
「
美
祢
郡
」
を
削
る
。

百
八
十
七
条
第
二
項
の
表
美
東

二
百
十
九
条
の
表
山
口
県
中
部
家

野
田
市
」
に
改
め
る
。

二
百
四
十
八
条
の
表
美
祢
土
木
事

改
め
る
。

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山
口
県
知

正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の

を
改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
規
則
第
二
十
二
号
）

項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項

す
る
。

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知

林
事
務
所
の
項
及
び
第
百
八
十

原
種
農
場
の
項
中
「
美
祢
郡
美
東

畜
保
健
衛
生
所
の
項
中
「
山
陽

務
所
の
項
中
「
美
祢
郡
」
を
削

事

二

井

関

成

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

」
に
改
め
る
。

る
。

事

二

井

関

成

二
条
の
表
山
口
県
防
府
水
産
事

町
」
を
「
美
祢
市
」
に
改
め

小
野
田
市

美
祢
郡
」
を
「
山

る
。

第
九
条

削
除

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ

除
削

式
様
号

３
第

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年

山
口
県
規
則
第
九
号

山
口
県
庁
用
自
動
車
管

山
口
県
庁
用
自
動
車
管
理
規

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
条
の
二
」
を

第
六
条
の
二
を
削
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

そ
の
意
見
を
知
事
に
報
告
し

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
庁
用
自
動
車
管
理
規

平
成
二
十
年
三
月
七
日

（
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
）

第
百
五
十
六
条
の
二

契
約
担

定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

し
、
そ
の
指
示
を
受
け
る
も

２

契
約
担
当
者
は
、
前
項
の

準
に
基
づ
い
て
落
札
者
を
決

に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
も
の

合
に
は
、
当
該
落
札
者
を
決

う
に
改
め
る
。

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

則
（
昭
和
五
十
一
年
山
口
県
規
則

「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

る
。

、
そ
の
指
示
を
受
け
る
も
の
と
す

ら
施
行
す
る
。

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

山
口

当
者
は
、
令
第
百
六
十
七
条
の
十

学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を

の
と
す
る
。

規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
お
い

定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
改
め
て

と
し
、
改
め
て
意
見
を
聴
く
必
要

定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
学
識

第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

る
。

こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

の
二
第
三
項
の
落
札
者
決
定
基
準

聴
き
、
そ
の
意
見
を
知
事
に
報

て
、
併
せ
て
、
当
該
落
札
者
決
定

意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
か
ど
う

が
あ
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た

経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
き

二

う を告基か場、
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山
山
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お
け

成
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山
三
章

委
員
会
（
第
七
条

第
十

四
章

事
務
局
（
第
十
一
条

第

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
運
営
規
程

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
七
日

名
の
次
に
次
の
目
次
を
付
す
る
。

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条

二
章

委
員
長
及
び
委
員
（
第
三

七
十
四
条
の
表
中
「
美
祢
郡
美
東

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
三
月
二

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織

口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
二
条
第
二
項
の
表
防
府
分
室
の

る
美
祢
郡
の
区
域
に
限
る
。
）
」

十
年
三
月
二
十
日
に
お
け
る
美
祢

教

育

委

口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則

平
成
二
十
年
三
月
七
日

条
）

十
八
条
）

（
昭
和
三
十
五
年
山
口
県
選
挙

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

）条

第
六
条
）

町
」
を
「
美
祢
市
」
に
改
め
る

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
会

第
十
五
号

号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
教
育

項
中
「
美
祢
郡
」
を
「
美
祢
市

に
改
め
、
同
表
厚
狭
分
室
の
項

市
の
区
域
に
限
る
。
）
」
を
加

員

会

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ山

管
理
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の

長

福

田

隆

司

。 委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
日
に

中
「
美
祢
市
」
の
下
に
「
（
平

え
る
。

こ
に
公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給

２

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

請
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を

対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の

第
三
条

前
条
の
規
定
は
、
自

（
報
告
に
係
る
事
実
の
確
認
）

第
四
条

管
理
者
は
、
自
己
啓

報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

企
業
職
員
の
自
己
啓
発

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
管
理
規
程
は
、

第
五
十
四
号
。
以
下
「
条
例

う
。
）
の
自
己
啓
発
等
休
業

（
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の

第
二
条

自
己
啓
発
等
休
業
の

等
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る

企

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
一

企
業
職
員
の
自
己
啓
発
等
休

平
成
二
十
年
三
月
七
日

第
五
章

地
方
事
務
局
（
第

第
六
章

公
印
（
第
二
十
六

附
則

別
表
第
一
中
「
美
祢
郡
」
を

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
年

証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

の
調
整
）

（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

延
長
の
申
請
手
続
）

己
啓
発
等
休
業
の
期
間
の
延
長
の

発
等
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら

て
、
当
該
報
告
に
係
る
事
実
を
確

等
休
業
に
関
す
る
規
程

職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す

」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

申
請
手
続
）

承
認
の
申
請
は
、
自
己
啓
発
等
休

日
の
一
月
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ

業

局

号
業
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

山
口
県
公
営
企
業

十
九
条

第
二
十
五
条
）

条
・
第
二
十
七
条
）

削
る
。

三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三

が
で
き
る
。

は
、
自
己
啓
発
等
休
業
の
承
認
の

と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
職
員

申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
口
県
条

、
企
業
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と

も
の
と
す
る
。

業
承
認
申
請
書
に
よ
り
、
自
己
啓

ば
な
ら
な
い
。

定
め
る
。

管
理
者

清

弘

和

毅

申にるき 例い発

教

育

委

員

会

選
挙
管
理
委
員
会

企

業

局



平
成
二

平
成
二

平

よ
２

成 年 月 日 金曜日

条
」第

め
、

（
育

第
八認

（
育

第
九

山 口

企
次
の第第

条
第

と
す第

県 報

こ
山

企

（号 外 ）

第
五関とす

（
そ

第
六は十

年
三
月
七
日
印
刷

発

十
年
三
月
七
日
発
行

発

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
育
児

を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を

六
条
の
見
出
し
を
「
（
育
児
休
業

同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次

児
短
時
間
勤
務
に
係
る
計
画
の
申

条

育
児
休
業
等
に
よ
り
子
を
養

を
請
求
す
る
際
に
行
う
申
出
は
、

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間

条

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又

企
業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

よ
う
に
改
正
す
る
。

九
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

八
条
中
「
第
十
条
第
五
項
の
規
定

五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

る
。

七
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項

の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
年
四

口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

業
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

平
成
二
十
年
三
月
七
日

条

自
己
啓
発
等
休
業
を
し
た
職

す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
山
口
県

い
う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
者
の

る
こ
と
が
で
き
る
。

の
他
）

条

こ
の
管
理
規
程
に
定
め
る

、
自
己
啓
発
等
休
業
規
則
の
適
用

附

則

行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間

第
十
一
条
と
す
る
。

を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に

に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

出
）

育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て

育
児
休
業
等
計
画
書
に
よ
り
行

の
延
長
の
請
求
手
続
）

は
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
育

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
（
平
成
四
年
山
口
県
企
業

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例

す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
三
項

」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

山
口
県
公
営
企
業
管
理

員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と
き
は

人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
。
以

例
に
よ
り
、
昇
給
の
場
合
に
準

も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
自
己
啓
発

を
受
け
る
者
の
例
に
よ
る
。

定
価
一
箇
月

金
二
千
七

の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用

お
け
る
号
給
の
調
整
）
」
に
改

職
員
が
育
児
短
時
間
勤
務
の
承

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に

管
理
規
程

管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十

」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

者

清

弘

和

毅

、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に

下
「
自
己
啓
発
等
休
業
規
則
」

じ
て
当
該
職
員
の
号
給
を
調
整

等
休
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

百
円
（
送
料
共
）

第
四
条
の
見
出
し
中
「
子
」

員
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め

第
三
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
の
二
の
見
出
し
を
「

計
画
書
」
を
「
育
児
休
業
等
計

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二

す
る
。

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子

第
十
条

第
五
条
の
規
定
は
、

に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第

は
、
「
育
児
短
時
間
勤
務
に

を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
育

を
第
六
条
と
す
る
。

を
「
育
児
休
業
に
係
る
子
」
に
改

、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

（
育
児
休
業
に
係
る
計
画
の
申
出

画
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条

十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
）

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職

四
号
中
「
当
該
職
員
以
外
の
当
該

よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間
に
当
該

す
る
。

児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末

め
、
同
条
第
一
項
第
四
号
中
「

）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
育
児
休

と
す
る
。

員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

子
の
親
が
常
態
と
し
て
」
と
あ
る

職
員
以
外
の
当
該
子
の
親
が
当
該

手
当
等
の
支
給
）
」
に
改
め
、
同

四

職業 合の子条
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